
 

堺市電子申請システム操作マニュアル（法定外公共物課 全般用） 

 

【1】Google や Yahoo で「堺市ホームページ（https://www.city.sakai.lg.jp/）」 を 

検索してください。 

 

 

【2】検索ボックスに「電子申請」と入力し、   を押してください。 

 

 

【3】検索結果より、 オンラインサービス 堺市 を選択してください。 

 

 

【注意】トップ画面は随時更新され変更されます。 



【4】 堺市電子申請システム を押してください。 

 

 

【5】堺市電子申請システムを初めてご利用される方は、 新規登録 を押してユーザー登録

してください。⇒【6】に進む。既にユーザー登録がお済の方は、 ログイン を押してく

ださい。⇒【13】に進む。 

 

 

【6】個人として登録するまたは事業者として登録するを押してください。 

 

 



【7】「利用規約に同意します」にチェックを入れ、 利用者の登録を開始する を押してく

ださい。 

 

 

【8】メールアドレスを入力し、 登録する を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【9】登録したメールアドレスに認証コードが届きます。 

 

 

【10】利用者の新規登録画面で登録したメールアドレスに届いた「認証コード」を入力し、  

認証コードを確認する を押してください。 

 

 

【11】利用者の新規登録画面でパスワード・氏名・氏名カナ・郵便番号・住所・電話番号・

生年月日を入力し、 入力内容を確認する を押してください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

【12】本登録が完了したら、 マイページへ を押してください。⇒【14】へ進む。 

 

 



【13】※登録済みの方 

利用者 ID（メールアドレス）とパスワードを入力し、 ログイン を押してください。 

 

 

【14】マイページが表示されたら、画面上部にある 手続き一覧（個人向け）または 手続

き一覧（事業者向け）を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【1５】「申請できる手続き一覧」画面の、条件を指定して検索から、「組織」を選択し、 

 建設局・土木部 を法定外公共物課を押してください。 

 

 

 

 

【1６】手続き一覧から目的の手続きを押して、申請に進んでください。 

 

 

 

  

堺市建設局土木部法定外公共物課 

担当：管理係          

電話：072-228-7093       

E-mail：houkou@city.sakai.lg.jp  

mailto:houkou@city.sakai.lg.jp

